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１．総則 

福岡都市圏南部環境事業組合（以下「組合」という。）は、福岡都市圏南部最終処分

場建設工事（以下「本工事」という。）の請負者決定に係る契約方式については、技術

提案及び入札金額の総合的な評価によって落札者を決定する総合評価一般競争入札を

採用する。 

この落札者決定基準書は、本工事を実施する請負者決定のための総合評価一般競争入

札（以下「本競争入札」という。）を実施するにあたり、入札参加者から提出された応

募資料を、客観的に評価するための評価項目及び方法等を示すもので、入札参加者の行

う提案に具体的な指針を与えるものであり、「福岡都市圏南部最終処分場建設工事 入

札説明書」（以下「入札説明書」という。）と一体のものである。 

 

２．用語定義 

この落札者決定基準書で用いる用語の定義は、この落札者決定基準書に定義するもの

を除き、入札説明書の例による。 

 

３．落札者決定の手順 

落札者決定における総合評価一般競争入札は、下図に示す手順で実施する。 

参加資格要件を満たしていない場合

書類不備の場合

確認項目を満たしていない場合

価格確認（予定価格・失格基準価格）

技術点と価格点を合計し、総合点を算出

落札者の決定

工事請負契約の締結

入札書等に不備がないことを確認

入札価格の評価

総合評価（優秀提案者の選定）

工事請負仮契約の締結

入札金額の確認（開札）

技術提案書及び入札書等の確認
（提出された提案書類がすべて揃っていることを確認）

技術提案書類の評価

入札公告
（入札説明書，落札者決定基準書）

参加資格の確認
（入札参加資格審査申請書類によって審査）

失 格

失 格

失 格

入
札
参
加
資
格
審
査

書
類
確
認

定
量
化
評
価

失 格
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４．入札参加資格審査 

組合は、入札参加者から提出された入札参加資格審査申請書類を基に、当該者が「入

札説明書 ７．入札参加資格」に示した資格を満たすことの審査を行う。 

この結果、当該資格を満たすと認められた者のみ入札書類を提出できるものとし、当

該資格を満たさないと認められた者は失格とする。 

 

５．書類確認 

組合は、入札参加有資格者から提出された入札書類が下記確認項目を満たしているこ

とを確認する。 

この結果、当該確認項目を満たしていることが確認された場合総合評価を行い、当該

確認項目を満たしていない場合は失格とする。 

ア 入札書類が全て揃っていること。 

イ 入札説明書に示す入札書類の作成に関する要件を満たしていること。 

 

６．総合評価 

本工事の目的を実現する上で必要な事項を評価項目とし、提案内容の定量化を図るこ

とにより、客観的な視点から最も優秀な提案を選定する。 

（１）技術提案書類の評価 

審査委員会は、技術提案書類に記載された内容について、「別紙１ （２）技術評

価における点数化方法」に従って点数化し、技術評価点を決定する。 

 

（２）入札金額の確認 

組合は、入札参加有資格者から提出された入札書等を開札し、下記確認項目を満た

していることを確認する。 

この結果、当該確認項目を満たしていることが確認された場合入札金額の評価を行

い、当該確認項目を満たしていない場合は無効とする。 

ア 入札金額が予定価格（入札書比較価格）を超えないこと。 

イ 入札金額が失格基準価格を下回らないこと。 

ウ 入札書等に不備がないこと。 

 

（３）入札価格の評価 

審査委員会は、入札金額について、「別紙１ （３）価格評価における点数化方法」

に従って点数化し、価格評価点を決定する。 

 

（４）総合評価 

審査委員会は、「別紙１ （４）総合評価点の算定方法」に従って点数を算定し、

総合評価点を決定する。 

総合評価点が最も高い、入札参加有資格者を優秀提案者として選定する。 
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７．落札者の決定 

（１）組合は、総合評価で選定された優秀提案者を落札候補者とする。 

なお、優秀提案者が２者以上（総合評価点が同点）の場合は、該当者にくじを引か

せて落札者候補者を決定する。 

 

（２）落札候補者の入札金額が低入札価格調査基準価格以上であれば、その者を落札者と

して決定する。 

 

（３）落札候補者の入札金額が低入札価格調査基準価格未満であれば、福岡都市圏南部環

境事業組合低入札価格調査実施要綱（平成 20 年告示第 5 号）（以下「低入札価格調査

実施要綱」という。）に基づく調査（以下「低入札価格調査」という。）を実施する。 
 
（４）低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認

められる場合は、その者を落札者として決定する。 
 
（５）低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められる場合は、その者を失格とし、それ以外の者を対象として、総合評価点の高い

者から順次（１）以降の方法により落札者を決定する。 
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別紙１ 総合評価について 

（１）総合評価の評価項目及び配点 

総合評価による点数が総合評価点の値となるため、その配点及び点数化基準につい

ては、施設の「信頼性」、「安全性」に配慮した整備を行うことの必要性、重要性を勘

案し、本工事に対する入札参加有資格者が有するべき技術力及び創意工夫を期待する

度合いにより設定した。したがって、評価項目は、組合が入札参加有資格者の提案に

期待している事項であり、配点はその重みを示すものである。 

評価項目及び配点については、次のとおりである。なお、各評価項目における評価

基準等の詳細については、別紙２を参照のこと。 

評 価 項 目 配 点 

技術評価 

提案項目 
技術に関する提案 ２５ 

施工計画に関する提案 ２０ 

企業評価項目 

企業の施工能力 ９ 

技術者の能力 ３ 

地域貢献 ３ 

価格評価 入札金額に関する事項 入札金額 ４０ 

合   計 １００ 

 

（２）技術評価における点数化方法 

技術評価における項目毎に評価点を算定し、当該評価点の合計を技術評価点とする。 

なお、項目毎の評価点は、各審査委員会委員が次に示す項目毎の段階評価による点

数化方法により算定した評価点の平均値とする。また、平均値を求める際は、少数第

３位を四捨五入した値とする。 

 

①提案項目 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ 当該評価項目において、特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×０．７５ 

Ｃ 当該評価項目において、優れている 配点×０．５０ 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×０．２５ 

Ｅ 当該評価項目において、標準である 配点×０．００ 
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②企業評価項目 

①企業（各構成員）の施工能力（同種工事の施工実績） 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ ３件 配点×１．００ 

Ｂ １～２件 配点×０．５０ 

Ｃ 実績なし 配点×０．００ 

※入札参加者の構成員毎に評価点を算定し、その平均値を当該入札参加者の評価点

とする。（少数第３位四捨五入） 

 

②企業（Ｂ・Ｃ構成員）の施工能力（公共工事の施工実績） 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ ３件 配点×１．００ 

Ｂ １～２件 配点×０．５０ 

Ｃ 実績なし 配点×０．００ 

※入札参加者のＢ・Ｃ構成員毎に評価点を算定し、その平均値を当該入札参加者の

評価点とする。（少数第３位四捨五入） 

 

③企業（各構成員）の施工能力（品質管理への取組） 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ 取得有り 配点×１．００ 

Ｂ 取得なし 配点×０．００ 

※入札参加者の構成員毎に評価点を算定し、その平均値を当該入札参加者の評価点

とする。（少数第３位四捨五入） 

 

技術者の能力（同種工事の施工経験） 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ 施工経験有り 配点×１．００ 

Ｂ 施工経験なし 配点×０．００ 
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地域貢献（地元企業及び地元資材の活用） 

評価 判 断 基 準 点数化方法 

Ａ 当該評価項目において、特に優れている 配点×１．００ 

Ｂ ＡとＣの中間程度 配点×０．７５ 

Ｃ 当該評価項目において、優れている 配点×０．５０ 

Ｄ ＣとＥの中間程度 配点×０．２５ 

Ｅ 当該評価項目において、標準である 配点×０．００ 

※地元とは、組合を構成する福岡市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町で

ある。 

 

（３）価格評価における点数化方法 

入札金額について、次の算定式により価格評価点を算定する。なお、点数は少数第

３位を四捨五入した値とする。 

【価格評価点の算定式】 

価格評価点 ＝ 価格評価配点 × （最低入札金額／入札金額） 

 

（４）総合評価点の算定方法 

「（２）技術評価における点数化方法」「（３）価格評価における点数化方法」によ

り算定した評価点から、次に示す算定式により、総合評価点を算定する。 

【総合評価点の算定式】 

総合評価点 ＝ 技術評価点 ＋ 価格評価点 
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別紙２ 技術評価において評価する項目及び視点 

評 価 項 目 評 価 視 点 配 点 

技
術
評
価 

提
案
項
目
① 

技術に関する提案① 

第 15 号様式 

浸出水調整槽、浸出水調整池およ

び貯留締切堤のコンクリート構造

物におけるひび割れ抑制対策、打

ち継ぎ処理対策及び品質確保等に

ついて評価する。 

１５ 

２５ 

技術に関する提案② 

第 16 号様式 

現況斜面部への遮水工と地山との

一体性が高い構造及び品質確保等

について評価する。 

１０ 

施工計画に関する 

提案① 

第 17 号様式 

施工中の周辺環境対策（粉じん、

振動、騒音、濁水）、防災対策等に

ついて配慮が適切であるか評価す

る。 

１０ 

２０ 

施工計画に関する 

提案② 

第 18 号様式 

工程計画について評価する。 １０ 

企
業
評
価
項
目
② 

企業の施工能力① 

第 19 号様式 

一定期間内に同種工事の施工実績

のある者を優位に評価する。 
３ 

９ 

企業の施工能力② 

第 20 号様式 

一定期間内に公共工事の施工実績

のある者を優位に評価する。 
３ 

企業の施工能力③ 

第 21 号様式 

品質管理への取組としてＩＳＯ９

００１の取得のある者を優位に評

価する。 

３ 

技術者の能力 

第 22 号様式 

配置予定技術者に同種工事の施工

経験があれば優位に評価する。 
３ ３ 

地域貢献に関する 

提案 

第 23 号様式 

地元企業・資材等の活用の度合い

により評価する。 
３ ３ 

 － ６０ 
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別紙３ 技術提案書作成にあたっての留意点等 
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第 15 号様式（技術評価、技術に関する提案①） 関連 

技術に関する提案（浸出水調整槽、浸出水調整池及び貯留締切堤の品質確保について） 

１．視点 

浸出水調整槽、浸出水調整池は浸出水を水処理施設へ送水するために水量を調整する施設で

あり、また、貯留締切堤は廃棄物を貯留するための重要なコンクリート構造物である。このた

め、コンクリートのひび割れ抑制対策、打ち継ぎ処理対策、防水層を施す躯体の施工方法及び

品質確保等について提案を求める。 

 

２．標準案の内容等（満たすべき要求要件等） 

  設計図書等（設計書、仕様書など）による。 

３．提案にあたって 

１）浸出水調整槽、浸出水調整池及び貯留締切堤の品質確保について、上記の視点を踏まえて提

案を行うこと。 

提案は、提案様式中の（１）～（３）の項目の範囲内で、項目毎に実施内容を 1 つずつ、記

載するものとし、複数の提案をまとめて記載してはならない（１つの提案につき、実施内容は

１つ）。提案の特徴、要求要件（標準案）を上回る点と、その効果を具体的かつ定量的に記載

すること。１つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、１つの実施内容のみを評

価対象とする。 

２）要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は、その旨明示すること。その場合は、本項目

の評価点は０点とする。 

３）その他 

①提案内容は、具体的な根拠を伴い、履行の担保・確認ができるものとする。なお、要求要件

（標準案）に留まる提案、視点に沿っていない提案や以下に示す提案は評価しない。 

（a）工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案など。 

（b）提案内容が抽象的なものや曖昧なもの。 

（c）提案内容の履行の有無が確認できないもの。 

  ※詳細ついては、「評価しない提案について」Ｐ14 を参照のこと。 

②提案様式等 

（a）技術提案は、技術提案書：第 15 号様式（Ａ４判１枚（片面））に簡明に記載すること。

補足資料として説明が必要な場合（定量的に記載）や図面等の提示を希望する場合、（１）

～（３）の各項目にＡ４判１枚（片面）までの範囲で添付を認める。 

（b）技術提案書：第 15 号様式及び補足資料の文字サイズは 10.5 ポイント以上（図面等の文

字はこの限りではない）とする。なお、提出様式の記載事項（注意事項等）は消してはなら

ず、余白等を含め様式を変更してはならない。（枠線のうち、破線のみは行高・列幅調整の

ための移動、消去は可） 

（c）技術提案書は、提出者名を伏せて審査・評価するため、提案内容に提出者が特定される

記載をしてはならない。 

（d）以上の規定が守れない場合、本項目の評価点は０点とする。 
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第 16 号様式（技術評価、技術に関する提案②） 関連 

技術に関する提案（現況斜面部への遮水工と地山との一体性について） 

１．視点 

現況法面勾配が約３分の斜面部にモルタル吹きつけを行い、遮水工を施工するものであり、

モルタル吹きつけ前の地山処理、一体性の高い構造及び品質確保等について提案を求める。 

 

２．標準案の内容等（満たすべき要求要件等） 

  設計図書等（設計書、仕様書など）による。 

 

３．提案にあたって 

１）現況斜面部への遮水工と地山との一体性について、上記の視点を踏まえて提案を行うこと。 

提案は、提案様式中の（１）～（３）の項目の範囲内で、項目毎に実施内容を 1 つずつ、記

載するものとし、複数の提案をまとめて記載してはならない（１つの提案につき、実施内容は

１つ）。提案の特徴、要求要件（標準案）を上回る点と、その効果を具体的かつ定量的に記載

すること。１つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、１つの実施内容のみを評

価対象とする。 

２）要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は、その旨明示すること。その場合は、本項目

の評価点は０点とする。 

３）その他 

①提案内容は、具体的な根拠を伴い、履行の担保・確認ができるものとする。なお、要求要件

（標準案）に留まる提案、視点に沿っていない提案や以下に示す提案は評価しない。 

（a）工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案など。 

（b）提案内容が抽象的なものや曖昧なもの。 

（c）提案内容の履行の有無が確認できないもの。 

  ※詳細ついては、「評価しない提案について」Ｐ14 を参照のこと。 

②提案様式等 

（a）技術提案は、技術提案書：第 16 号様式（Ａ４判１枚（片面））に簡明に記載すること。

補足資料として説明が必要な場合（定量的に記載）や図面等の提示を希望する場合、（１）

～（３）の各項目にＡ４判１枚（片面）までの範囲で添付を認める。 

（b）技術提案書：第 16 号様式及び補足資料の文字サイズは 10.5 ポイント以上（図面等の文

字はこの限りではない）とする。なお、提出様式の記載事項（注意事項等）は消してはなら

ず、余白等を含め様式を変更してはならない。（枠線のうち、破線のみは行高・列幅調整の

ための移動、消去は可） 

（c）技術提案書は、提出者名を伏せて審査・評価するため、提案内容に提出者が特定される

記載をしてはならない。 

（d）以上の規定が守れない場合、本項目の評価点は０点とする。 
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第 17 号様式（技術評価、施工計画関する提案①） 関連 

施工計画に関する提案（施工中の環境対策について） 

１．視点 

施工中の周辺環境対策（粉じん、振動、騒音、濁水）、防災対策等について提案を求める。 

 

２．標準案の内容等（満たすべき要求要件等） 

  設計図書等（設計書、仕様書など）、生活環境影響調査書による。 

 

３．提案にあたって 

１）施工中の環境対策について、上記の視点を踏まえて提案を行うこと。 

提案は、提案様式中の（１）～（３）の項目の範囲内で、項目毎に実施内容を 1 つずつ、記

載するものとし、複数の提案をまとめて記載してはならない（１つの提案につき、実施内容は

１つ）。提案の特徴、要求要件（標準案）を上回る点と、その効果を具体的かつ定量的に記載

すること。１つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、１つの実施内容のみを評

価対象とする。 

２）要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は、その旨明示すること。その場合は、本項目

の評価点は０点とする。 

３）その他 

①提案内容は、具体的な根拠を伴い、履行の担保・確認ができるものとする。なお、要求要件

（標準案）に留まる提案、視点に沿っていない提案や以下に示す提案は評価しない。 

（a）工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案など。 

（b）提案内容が抽象的なものや曖昧なもの。 

（c）提案内容の履行の有無が確認できないもの。 

  ※詳細ついては、「評価しない提案について」Ｐ14 を参照のこと。 

②提案様式等 

（a）技術提案は、技術提案書：第 17 号様式（Ａ４判１枚（片面））に簡明に記載すること。

補足資料として説明が必要な場合（定量的に記載）や図面等の提示を希望する場合、（１）

～（３）の各項目にＡ４判１枚（片面）までの範囲で添付を認める。 

（b）技術提案書：第 17 号様式及び補足資料の文字サイズは 10.5 ポイント以上（図面等の文

字はこの限りではない）とする。なお、提出様式の記載事項（注意事項等）は消してはなら

ず、余白等を含め様式を変更してはならない。（枠線のうち、破線のみは行高・列幅調整の

ための移動、消去は可） 

（c）技術提案書は、提出者名を伏せて審査・評価するため、提案内容に提出者が特定される

記載をしてはならない。 

（d）以上の規定が守れない場合、本項目の評価点は０点とする。 
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第 18 号様式（技術評価、施工計画関する提案②） 関連 

施工計画に関する提案（工程計画について） 

１．視点 

施工手順、工事期間等の工程計画について提案を求める。 

 

２．標準案の内容等（満たすべき要求要件等） 

  設計図書等（設計書、仕様書など）による。 

 

３．提案にあたって 

１）工程計画及び残土の有効的な使用計画について、上記の視点を踏まえて提案を行うこと。 

提案は、提案様式中の（１）～（３）の項目の範囲内で、項目毎に実施内容を 1 つずつ、記

載するものとし、複数の提案をまとめて記載してはならない（１つの提案につき、実施内容は

１つ）。提案の特徴、要求要件（標準案）を上回る点と、その効果を具体的かつ定量的に記載

すること。１つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、１つの実施内容のみを評

価対象とする。 

２）要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は、その旨明示すること。その場合は、本項目

の評価点は０点とする。 

３）その他 

①提案内容は、具体的な根拠を伴い、履行の担保・確認ができるものとする。なお、要求要件

（標準案）に留まる提案、視点に沿っていない提案や以下に示す提案は評価しない。 

（a）工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案など。 

（b）提案内容が抽象的なものや曖昧なもの。 

（c）提案内容の履行の有無が確認できないもの。 

  ※詳細ついては、「評価しない提案について」Ｐ14 を参照のこと。 

②提案様式等 

（a）技術提案は、技術提案書：第 18 号様式（Ａ４判１枚（片面））に簡明に記載すること。

補足資料として説明が必要な場合（定量的に記載）や図面等の提示を希望する場合、（１）

～（３）の各項目にＡ４判１枚（片面）までの範囲で添付を認める。 

（b）技術提案書：第 18 号様式及び補足資料の文字サイズは 10.5 ポイント以上（図面等の文

字はこの限りではない）とする。なお、提出様式の記載事項（注意事項等）は消してはなら

ず、余白等を含め様式を変更してはならない。（枠線のうち、破線のみは行高・列幅調整の

ための移動、消去は可） 

（c）技術提案書は、提出者名を伏せて審査・評価するため、提案内容に提出者が特定される

記載をしてはならない。 

（d）以上の規定が守れない場合、本項目の評価点は０点とする。 
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第 23 号様式（企業評価、地域貢献に関する提案） 関連 

地域貢献に関する提案（地元企業、地元資材等の活用について） 

１．視点 

地元企業（雇用）、地元資材（県産）等の活用への取り組みが具体的に示され、かつ現実可

能な提案を求める。 

※地元とは、組合を構成する福岡市、春日市、大野城市、太宰府市及び那珂川町である。 

 

２．標準案の内容等（満たすべき要求要件等） 

  設計図書等（設計書、仕様書など）による。 

 

３．提案にあたって 

１）地域貢献について、上記の視点を踏まえて提案を行うこと。 

提案は、提案様式中の（１）～（３）の項目の範囲内で、項目毎に実施内容を 1 つずつ、記

載するものとし、複数の提案をまとめて記載してはならない（１つの提案につき、実施内容は

１つ）。提案の特徴、要求要件（標準案）を上回る点と、その効果を具体的かつ定量的に記載

すること。１つの提案に明らかに複数の実施内容が含まれる場合は、１つの実施内容のみを評

価対象とする。 

２）要求要件（標準案）に基づき施工を行う場合は、その旨明示すること。その場合は、本項目

の評価点は０点とする。 

３）その他 

①提案内容は、具体的な根拠を伴い、履行の担保・確認ができるものとする。なお、要求要件

（標準案）に留まる提案、視点に沿っていない提案や以下に示す提案は評価しない。 

（a）工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案など。 

（b）提案内容が抽象的なものや曖昧なもの。 

（c）提案内容の履行の有無が確認できないもの。 

  ※詳細ついては、「評価しない提案について」Ｐ14 を参照のこと。 

②提案様式等 

（a）技術提案は、技術提案書：第 23 号様式（Ａ４判１枚（片面））に簡明に記載すること。

補足資料として説明が必要な場合（定量的に記載）や図面等の提示を希望する場合、（１）

～（３）の各項目にＡ４判１枚（片面）までの範囲で添付を認める。 

（b）技術提案書：第 23 号様式及び補足資料の文字サイズは 10.5 ポイント以上（図面等の文

字はこの限りではない）とする。なお、提出様式の記載事項（注意事項等）は消してはなら

ず、余白等を含め様式を変更してはならない。（枠線のうち、破線のみは行高・列幅調整の

ための移動、消去は可） 

（c）技術提案書は、提出者名を伏せて審査・評価するため、提案内容に提出者が特定される

記載をしてはならない。 

（d）以上の規定が守れない場合、本項目の評価点は０点とする。 

 

 



 

14 

※評価しない提案について 

 

以下のような提案は、評価しません。提案書作成の際は十分留意して下さい。 

 

※評価しない提案（例） 

 

１．工事目的物を変える等の過度な提案 

・図面、仕様書等で明示している工事目的物の基本的な形状、規格等の変更を要する提案 

・過度な効果を実現するための提案、社会通念上、明らかに利益を度外視した過度なコストを要

する提案 

 

２．履行の具体性や現実性が不透明な提案 

・「～努力する」、「～目標とする」と記載されるなど、履行の具体性に欠ける提案 

・提案の実施にあたり、他機関及び他工事との調整、第 3者との調整・協力等が前提となるため、

実現性が不明確な提案 

・表現が抽象的で、実施するための方法や基準、場所、時期、頻度、実施量などが不明確な提案 

 

３．標準的な対応に留まる提案 

・設計図書（設計書、仕様書など）に示された内容と同等の提案 

・関係法令に基づき、遵守義務がある提案（現場管理や安全管理、労働安全衛生等に関する提案） 

・一般的な法令・規則の遵守に関する提案 

 

４．提案条件を満たしていない提案、その他評価できない提案 

・視点を踏まえていない提案 

・提案の制限数を超える提案 

・所定の記載欄以外に記載されている提案（補足資料中の提案など） 

・現場条件等により採用できない提案 

 


